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グループホームさくらんぼ 

重要事項説明書 

 

１ . 事業主体概要 

事業主体名 社会医療法人 仁生会 

代表者名 理事長 細木 秀美 

所在地 高知市越前町１丁目１０番１７号 

法人の理念 

病院等を開設し、科学的かつ適正な医療（及び、疾病、負傷等によ

り寝たきりの状態等にある老人に対し、看護、医学的管理下の介護

及び必要な医療等）を普及する。 

職員一同は医の倫理と仁生会憲章に基づいて、「安心して暮らせる

地域の創造に貢献する」ことを目指して、「地域の皆様の医療と福

祉へのご要望に適切、適時に応えられる病院」に向かって努力する。 

 

 

２. 事業所の概要 

 １） 事業所の名称等 

事業所の名称 

（ユニット名） 

グループホームさくらんぼ 

 （さくらんぼ１  さくらんぼ２） 

事業所の所在地 〒 780-0901  高知市上町３丁目４－２４ 

電話番号及び 

ＦＡＸ番号 

電話    ０８８－８２６－９４１７ （さくらんぼ１） 

 ０８８－８２６－９４１６ （さくらんぼ２） 

ＦＡＸ   ０８８－８２６－９４１７ 

事業所の管理者 髙村 知佐 

開設年月日 平成１７年９月１日  

事業者指定番号 ３９７０１０２０６１ 

交通の便 土電電車 上町２丁目電停下車 徒歩５分 

敷地概要 当法人所有地  敷地面積 362.14㎡（２単位） 

建物概要 

当法人所有 構造：鉄筋コンクリート４階建（グループホームは２、

３階部分）, 延床面積: 879.71 ㎡（内 ３階 251.6 ㎡、２階 

275.01㎡） 
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２） 事業所の主な設備 

利用定員 １８名（さくらんぼ１ 9 名、さくらんぼ２ 9 名） 

居室の概要 

（さくらんぼ１） 8.5㎡ ２室、 9.0㎡ ４室、 11.2㎡  

１室、 15.0㎡ ２室 洋室（一部和室） 

（さくらんぼ２） 8.0㎡ １室、 10.0㎡ ３室、 10.4㎡  

１室、11.7㎡ ２室、 12.8㎡ ２室  

共用施設の概要 

（さくらんぼ１）台所・食堂・居間 50.5 ㎡ 浴室・洗面所共有 

トイレ  ５槽 

（さくらんぼ２）台所・食堂・居間 40.5 ㎡ 浴室・洗面所共有 

トイレ  ４槽 

損害賠償責任 

保険加入先 
社団法人 全国訪問看護事業協会 

 

３. 事業所の目的と運営方針 

事業所の目的 入居者の心身のリハビリテーションと生活支援 

事業所の運営 

方針 

① 個別の生活歴、病状を十分把握した個別対応を行う。 

② 主役は入居者であり、スタッフは生活のパートナーとして原則

として、見守りの介護を行う。 

③ 残存能力を生かした自主的な生活上の役割分担に配慮する。 

④ 家庭的な雰囲気と擬似家族の設えを重視する。 

⑤ 特別なイベント以外は、スケジュールにとらわれない自由なの

んびりとした生活を過ごす。 

⑥ 地域や家族、友人、知人等に開かれた交流を大切にする。 

⑦ 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急

やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行わない。 

 

４. 職員人員 

 １） さくらんぼ１ 

職員の職種 常勤 非常勤 

管理者 

計画作成担当者 
１名（介護従業者と兼務）  

看護従業者  １名 

介護従業者 ３名以上 ４名以上 

 

２） さくらんぼ２ 

職員の職種 常勤 非常勤 

管理者 

計画作成担当者 
１名（介護従業者と兼務）  

看護従業者  １名 

介護従業者 ３名以上 ４名以上 
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５. 職員体制 

昼間の体制 

利用者３名に対して１名の介護従業者を配置しています。 

 早出   ７：００～１６：００  各１名 

 日勤   ８：３０～１７：３０  各１名 

 日勤半日（８：３０～１２：３０か １３：３０～１７：３０） 

          どちらかの勤務で各１名  

 遅出   １１：３０～２０：３０  各１名 

（利用者の状況に応じて、時間帯変更あり） 

夜間の体制 夜勤  １７：３０～８：３０  各１名（必要時増員） 

 

６. 提供するサービス及び利用料 

（１）介護保険給付対象サービスにおける自己負担額（介護報酬告示上の額に各利用者の

介護負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。） 

（介護報酬告示上の額）                     １単位 10 円として表記 

① 保険給付 

サービス 

認知症対応型共同生活介護費 

介護保険の１日あたりの自己負担額 

要支援 2 要介護 1 要介護２ 要介護 3 要介護 4 要介護 5 

７４９円 ７５３円 ７８８円 ８１２円 ８２８円 ８４５円 

初期加算 １日 ３０円（入居から３０日間） 

医療連携体制加算 
（Ⅰ）ハ １日 ３７円 

 （Ⅱ）  １日 ５円 

科学的介護推進 

体制加算（Ⅰ） 
１月 ４０円 

口腔衛生管理 

体制加算 
１月 ３０円 

サービス提供体制 

強化加算  

（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ） 

(Ⅰ)１日 ２２円（７０％以上の配置） 

(Ⅱ)１日 １８円（６０％以上の配置） 

(Ⅲ)１日  ６円（５０％以上の配置） 

協力医療機関 

連携加算 
１月 １００円 

高齢者施設等感染対

策向上加算 

（Ⅰ）１月 １０円 

（Ⅱ）１月  ５円 

生産性向上推進体制

加算 
（Ⅱ）１月 １０円 

口腔・栄養スクリー

ニング加算 
１回に２０円（６月に１回） 

認知症チームケア推

進加算 
（Ⅱ）１月 １２０円 

入院時費用 １日につき２４６円（１月に６日を限度） 
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看取り介護加算 

７２円／１日 

（死亡日以前３１日以上４５日以下） 

１４４円／１日につき 

（死亡日以前４日以上３０日以下） 

６８０円／１日につき 

（死亡日以前２日又は３日） 

１２８０円／１日につき 

 （死亡日）   

生活機能向上連携 

加算Ⅱ 
１月 ２００円 

退居時情報提供加算 １回 ２５０円 

退居時相談支援加算 １回限 ４００円 

新興感染症等施設療

養費 
１日 ２４０円 

 

○短期利用 

共同生活介護 

介護保険の１日あたりの自己負担額 

要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

７７７円 ７８１円 ８１７円 ８４１円 ８５８円 ８７４円 

医療連携体制加算 
（Ⅰ）ハ １日 ３７円 

（Ⅱ）  １日 ５円 

サービス提供体制 

強化加算  

（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ） 

(Ⅰ)１日 ２２円（７０％以上の配置） 

(Ⅱ)１日 １８円（６０％以上の配置） 

(Ⅲ)１日  ６円（５０％以上の配置） 

＊利用期間は３０日を限度とします。  

 
＊介護職員処遇改善加算（Ⅲ）・・上記の所定単位数に加算率 

（15.5％）を乗じた単位数で算定します。 

 

 

② 保険対象外 

サービス 
各個人の利用に応じて負担となります。 

家賃 

（さくらんぼ１） 

４０，０００円  ３室   ４２，０００円  3 室 

４５，０００円   1 室   ５０，０００円  ⑵室 

（さくらんぼ２） 

４０，０００円  6 室   ４４，０００円  １室 

４９，０００円  ２室  
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食材料費 

（おやつ代 

含む） 

３０，０００円／月（実費相当額） 

なお、欠食分につきましては下記の金額で計算いたします。 

朝食 昼食 夕食 

２００円 ４００円 ４００円 
 

光熱水費 

電気代・水道代・ガス代（共有施設の利用を含む）  

なお、外泊につきましては日割り計算いたします。  

１６，０００円／月 

共益費 

カーテンクリーニング代・エレベーター点検代 

消防設備保守点検代 

６，０００円／月 

③短期利用共

同 

介護を利用の 

場合 

下記の料金が必要となります。 

 

家賃      ８００円～／日 

食材料費（おやつ代含む） １，０００円／日 

（朝食２００円、昼食４００円、夕食４００円） 

光熱水費    ３００円／日 

利用料金につきましては、当月１５日頃に、前月分の請求書をお送りいたしますの

で、細木病院会計でお支払いいただくか、銀行振込（振込先は請求書に記載）または、

郵便局での自動引き落としのいずれかで末日までにお支払いください。なお、当月分

の請求書発送時に前月分の領収書を同封します。 

 

７. 事業所利用にあたっての留意事項 

 １） 入居について 

利用者の居室 

利用者の居室は、個室をあてるものとするが、夫婦部屋として利

用可能な部屋が「さくらんぼ１」に２室ある。 

（入居要件） 

①  入居されるご本人又ご家族の希望がある場合。 

 ② 長年連れ添ったご夫婦が一緒にいることで精神的に安定さ

れ、又活動意欲が見られる場合。 

夫婦部屋の場合、万一長期入院その他のことで単身利用になられた

場合、原則として個室に移っていただくことがある。 

金銭管理 

 

利用者の現金及び預貯金については原則として事業所では管理し

ない。また、財産の運用についてもこれは行わない。ただし、日常

生活に必要な金銭の保管管理及び利用者が事業所に依頼した場合 

はこの限りではない。 

 ２） 退居について 

介護度認定の 

更新 

要介護・要支援の認定更新において、利用者が自立もしくは要支

援１と認定された場合、退居を求める場合がある。 

費用滞納 
正当な理由なく利用料その他自己の支払うべき費用を三ヶ月以

上滞納した場合、退居を求める場合がある。 
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健康状態・ 

行動状況 

伝染性疾患により他の利用者の生活又は健康に重大な影響を及

ぼすおそれがある場合、退居を求める場合がある。 

利用者の行動が他の利用者の生活又は健康に重大な影響を及ぼ

すおそれがあり、かつ利用者に対する通常の介護方法ではこれを防

止することができない場合、退居を求める場合がある。 

残置物 

利用者の身元引受人は、一切の債務につき、利用者と連帯して履

行する責任を負い、かつ利用者死亡した場合の遺体及び遺留品の処

理その他の必要な措置をする。 

なお、退居が決定した際の居室の明け渡しは、１０日以内とする。 

 

 

 

３）短期利用共同生活介護（ショートステイ）について 

 何らかの原因で長期入院を余儀なくされた期間において、ショートステイの必要な利用

者に居室をお借りする場合がありますがご了承下さい。なお、プライバシーの保護に努め

ると共に、ショートステイに使用した日数分の居室利用料を日割り計算し減額させていだ

きます。 

 

８.緊急時・事故（感染症を含む）発生時・不在時における対応 

緊急対応方法 

① 日中および夜間を含め勤務者は利用者に病状の急変、その他緊

急事態が生じたときは、速やかに看護従業者や主治医や協力医

療機関に連絡するとともに、事業所の管理者に連絡する。 

② 事業所の管理者若しくはその業務を代行する者は、常時携帯電

話を所持し、連絡を受けることができるようにする。 

③ 連絡を受けた管理者若しくはその代行者は、適切な指示を勤務

者に与えるものとする。 

医療連携体制 

看護従業者を配置し、利用者の健常時や疾病時に連携体制がとれ

るようにしている。 

① 原則として週１回以上、利用者の健康状態の観察を行い、

本人と介護職員に必要なケア等について、指導援助する。 

② 利用者の急変時や受診時に対して介護職員からの相談に対

応できるよう常に携帯電話を所持し、常時介護職員に指

示・支援を行う。また、必要時医療機関（主治医）に連絡

し調整を行う。 

 

③ 介護度が重度化しても、グループホーム内での終末期のケ

アを希望する利用者に対して、２４時間対応体制を確保す

る。 

事故（感染症含

む）発生時の対応 

① 事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族等に連絡す

るとともに、必要な措置を講じる。 

② 事故の状況及び事故に際してとった処置について記録する。 

③ 事故が生じた際にはその原因を解明し、再発防止の対策を講じ
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る。 

④ また利用者に賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速

やかに行うようにする。 

不在時の対応 

① 勤務者は利用者の不在の確認をしたら、管理者に報告をすると

共に、他の勤務者全員に連絡をし、手分けをして近辺を探す。 

② 探しても直ぐに見当たらない場合、または初期対応の時間帯を

考慮し、必要時は家族等連絡先に順次連絡をとり、所在の確認

と保護願いの依頼について了解を得る。 

③ 発見されたら迎えに出向き、発見時の状態を把握すると共に、

健康状態等確認のうえ、家族を含む関係者に連絡をする。 

 

 

９.防犯防災設備及び避難設備 

防犯防災設備 

避難設備の概要 

玄関周辺にセンサーを設置し、入室者のチェック体制等をとる。

不審者の侵入のある時は、近接するグループホームの勤務者に電話

で連絡し、近隣の交番に連絡をしてもらう等相互に協力して安全を

図る。 

風水害の予想される場合は、勤務者の人数を増員する。 

防火用の消火器を設置し、初期消火に対応できる設備を整えてい

る。 

 

１０.協力医療機関 

協力医療機関名 
細木病院 

（高知市大膳町 37） 

いしもと歯科クリニ

ック(高知市朝倉本町

１丁目 9-40) 

診療科目 

内科、外科、整形外科、心療内科、 

泌尿器科等 

精神・神経科 

歯科 

 

 

１１.身体的拘束等について 

身体的拘束等の

禁止 

指定認知症対応型共同生活介護及び指定介護予防認知症対応型

共同生活介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者等の生

命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的

拘束等を行わない。 

緊急やむを得な

い場合 

 

緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合には、あらか

じめ利用者の家族に、身体拘束等の内容、目的、理由、拘束等の

時間帯、期間等を、詳細に説明し、同意を文書で得た場合のみ、

その条件と期間内においてのみ行うものとする。 

その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急や

むを得ない理由を記録するものとする。 
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１２.秘密の保持 

利用者及びその

家族に関する秘

密の保持 

事業所の従業者は、サービス提供をするうえで知り得た利用者

及びその家族に関する秘密を保持する。従業者でなくなった後に

おいてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用時に

契約している。 

 

１３.個人情報の利用 

（１）利用目的 

①事業所内部で

の利用 

ア．事業所が利用者等に提供するサービス 

イ．介護保険事務 

ウ．利用者に係る事業所の管理運営業務のうち、 

・ 利用開始又は退去等の管理 

・ 会計、経理 

・ 事故等の報告 

・ サービスの向上 

・ サービスや業務の維持、改善のための基礎資料 

・ 学生の実習への協力 

・ 症例研究 

②他の事業所等

への情報提供に

係る利用目的 

 ア．事業所が利用者等に提供するサービスのうち、 

・ 他の病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護サー

ビス事業所等との連携、共同してサービスを提供する場合 

・ サービスの提供に当たり、外部の医師等の意見・助言を求め

る場合 

・ 家族等への心身の状況説明 

・ 外部監査機関への情報提供 

 イ．介護保険事務のうち、 

・ 審査支払機関への請求書等の提出 

・ 審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

ウ．損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

（２）条件 

① 個人データの提供は最小限とし、提供に当たっては関係者以外

の者に漏れることのないよう細心の注意を払う。 

② 利用者は、利用目的の中で同意しがたいものがある場合には、

その事項について、あらかじめ利用者の明確な同意を得るよう

にする。 

③ 利用者が、②の意思表示を行わない場合は、利用目的について

利用者の同意を得られたものとする。 

④ 同意及び留保は、その後、利用者からの申出により、いつでも

変更することが可能である。 

（３）開示 

① 事業所は、利用者から、所定の様式による申出により、当該利

用者が識別される保有個人データの開示を求められたときは、

利用者に対し、遅滞なく、当該保有個人データを開示する。 

② 当該保有個人データの開示を求め得る者は、原則として利用者



９ 

本人とするが、次に掲げる場合には、利用者本人以外の者が利

用者に代わって開示を求めることができるものとする。 

・ 利用者の法定代理人又は開示等の求めをすることにつき、利

用者が委任した代理人。 

・ 利用者の判断能力に疑義がある場合、現実に利用者の世話を

している家族。 

③ 利用者が死亡した場合は、当該保有個人データの開示を求め得

る者の範囲は、利用者の配偶者、子、父母及びこれに準ずる者

（これらの者に法定代理人がいる場合の法定代理人を含む）と

する。なお、個人情報の提供にあたっては、利用者本人の生前

の意思、名誉等を十分に尊重する。 

④ 事業所は、利用者又は第三者の生命、身体、財産その他の権利

利益を害する恐れがあるなどの場合には、当該保有個人データ

の全部又は一部を開示しないことができる。 

⑤ 開示に関しては、利用者等に手数料の請求を行う。 

⑥ この他厚生労働省による「医療・介護関係事業者における個人

情報の適切な取扱いのためのガイドライン」及び「診療情報の

提供等に関する指針」に基づいて、適切に個人情報を取り扱う。 

 

（開示に関する問い合わせ、申請先） 

グループホームさくらんぼ  ０８８－８２６－９４１７ 

０８８－８２６－９４１６ 

 

１４.苦情相談機関 

ホーム苦情相談

窓口 
管理者 髙村 知佐 ０８８－８２６－９４１７ 

外部苦情申立て

機関 

高知市役所 介護保険課 

ＴＥＬ ０８８－８２３－９９７２ 

ＦＡＸ ０８８－８２４－８３９０ 

対応時間  午前８時３０分～午後５時１５分 

高知県国民健康保険団体連合会 

ＴＥＬ ０８８－８２０－８４１０ 

    ０８８－８２０－８４１１ 

ＦＡＸ ０８８－８２０－８４１３ 

対応時間  午前９時００分～午後４時００分 

 

苦情処理を行うための処理体制・手順 

・ 苦情があった場合は、迅速に管理者が相手方に連絡をとり、面談等により詳しい

事情を聞くと共に、担当者が相談苦情等対応シートに記録する。 

・ 管理者が、必要があると判断した場合は、検討会議を行う。 

・ 検討の結果を受け、必要に応じた具体的な対応をおこなう。 

・ 事後、再発防止策について職員全体で討議し必要に応じマニュアル作成等を行う。 
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１５.運営推進会議の概要 

運営推進会議の

目的 

サービスの提供に当たっては、協議会（運営推進会議）を設置し、

運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価

を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聞く

機会を設ける。 

委員の構成 

利用者、利用者の家族、 

事業所が所存する市町村の職員又は当該事業所が所在する区域を

管轄する地域包括支援センターの職員 

地域住民の代表者等 

開催時期 ２ヶ月に１回以上 

 

１６．第三者評価の実施状況 

（１）実施の有無 ： 有 

   運営推進会議にて実施  （令和  年  月  日） 

   評価結果は事業所内に掲示、情報公表システムにて公表すると共に職員にフィード 

   バックする。 

１７.連携機関 

他の介護保険 

関連の事業 

高知市地域包括支援センター  「上街・高知街・小高坂地域」 

「布師田・一宮地域」 

居宅介護支援事業所      「ケアサポートセンターほそぎ」

「一宮」 

訪問看護ステーション     「ほそぎ」 

訪問リハビリテーション    「細木病院」 

ホームヘルパーステーション  「城西」 

認知症対応型共同生活介護/介護予防認知症対応型共同生活介護 

「グループホーム西町」「赤とんぼ」「ハッピー万々」 

「いろは丸」「ひだかの里 めだか・とんぼ」 

通所リハビリテーション   「老人デイケア ゆうゆう」 

「デイケア・ファイト」  

「老人デイケア シルバーコスモス」 

通所介護          「いろは」 

認知症対応型通所介護   「さくらんぼ」 

「ひまわり（共用型）」  

短期入所療養介護      「あうん高知」 

介護老人保健施設      「あうん高知」 

他の介護保険以

外の事業 

病院        「細木病院」「三愛病院」 

診療所       「日高クリニック」「ほそぎ診療所」 

身体障害者療護施設 「アドレス・高知」 
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指定認知症対応型共同生活介護・指定介護予防認知症対応型共同生活介護サービスの提

供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

 

   令和   年   月   日 

 

    （利用者） 

              住所                                       

 

              氏名                                 

 

    （利用者の家族又は、代理人） 

              住所 

 

              氏名                                 

 

     （身元引受人） 

              住所 

 

              氏名                                 

 

 

  （事業者） 

              住  所     高知市上町 3丁目 4-24 

       名  称  グループホームさくらんぼ 

       代表者   社会医療法人 仁生会 

             理事長  細木 秀美      印 

        

 

説明者 

氏  名                            

 

 

平成３０年４月１日一部改正 

令和１年１０月１日一部改正 

令和３年４月１日一部改正 

令和６年４月 1日一部改正 

令和 7年 3月 1日一部改正 

令和 7年 6月 1日一部改正 

令和 8年 4月 1日一部改正 


